
時間外勤務の調査結果について

1　対象期間

平成30年12月支給分から令和３年３月支給分まで

※　調査開始時点において、労働基準法の賃金請求権の時効となっていない期間

労働基準法の賃金請求権の時効（第115条）

令和２年３月31日以前

令和２年４月１日以降

２　調査結果

　(1)　調査対象者数
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調査開始 結果報告

支払対象期間（平成30年12月支給分から令和３年３月支給分まで）
調査開始時点から労働基準法の時効２年を遡った期間

調査開始時点で、時間外勤務手当を請求できる期間
（平成30年12月支給分から令和３年３月支給分まで）
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区　　　分 人　数

調査結果報告時点で、時間外勤
務手当を請求できる期間（令和
２年９月支給分から令和３年３
月支給分まで）

時間外勤務手当としての支払う
期間（令和２年９月支給分から
令和３年３月支給分まで）

調査結果報告時点で、時間外勤務手当の
請求ができない期間（平成30年12月支給
分から令和２年８月支給分まで）

解決金として支払う期間（平成30年12月
支給分から令和２年８月支給分まで）
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　(2)　該当者数

在職者

退職者

　(3)　年度別内訳

　(4)　グループ別内訳

政策グループ

総務グループ

福祉グループ

まちづくりグループ

教育グループ

消防

公営企業

　(5)　金額別内訳

　(6)　支払区分別内訳

解決金

時間外勤務手当

人　数

236人

192人

428人

区　　　分

合　　　計

金　額

47,692,847円

5,541,051円

53,233,898円

時間・回数

19,520

2,183

21,703

10,928,564円

53,233,898円

20万円以上50万円未満の者

20万円未満の者

合　　　計

7人

29人

31人

199人

266人

4,472

4,201

21,703

10,795,668円

21,379,157円

10,130,509円

2,194

1,254

区　　　分 人　数 時間・回数 金　額

100万円以上の者

50万円以上100万円未満の者

4,014

9,016

1,226

21,703合　　　計

56人

64人

55人

43人

33人

75人

22人

348人

13,982,962円

24,480,800円

14,770,136円

53,233,898円

5,675,052円

13,262,548円

18,354,149円

2,880,804円

6,915,225円

2,746,116円

3,400,004円

53,233,898円

2,094

5,774

7,963

1,198

区　　　分 人　数 時間・回数 金　額

507人

5,424

9,777

6,502

21,703合　　　計

平成30年度（H30.12～H31.3）

令和元年度（H31.4～R2.3）

令和２年度（R2.4～R3.3）

116人

190人

201人

合　　　計

人　数 時間・回数 金　額区　　　分

266人

15,044

6,659

21,703

35,874,432円

17,359,466円

53,233,898円

区　　　分 人　数 時間・回数 金　額

186人

80人


